
 

 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現のため、働き方や休み方の見直し

に取り組む企業に、専門家「働き方・休み方改善コンサルタント（以下、コンサルタント）」

が、無料でアドバイスや資料提供等の支援を行います。 

 

 

 

 

 

※「ゆう活」とは、日照時間が長い夏に、朝早い時間に仕事を始め、早めに仕事を終えることで、まだ明るい
夕方の時間を有効に活用し、生活を豊かにしようという取組です。 

※コンサルタントは、社会保険労務士の資格を持つ者等、労働関係法令・制度に専門的な知識を持つ人物の中
から、労働局長が任用した非常勤の国家公務員です。ご相談の秘密は固くお守りします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
▶ 上記のほか、電話でのご相談にも対応しています。 
  新型コロナウイルスに関連して、労働者が安心して休めるよう、特別休暇制度を設ける際の具体的な

手続き など。  

  

働き方・休み方改善コンサルタント が 
ワーク・ライフ・バランス実現 のお手伝いをします！ 

事業主の皆様へ 

 従業員の健康のため、長時間労働を改善したい。 

 優秀な人材を確保するためにも、従業員の年次有給休暇の取得を促進したい。 

 フレックスタイム制や裁量労働制を導入したいけど、手続きがわからない。 

 労働時間や休日・休暇制度全般について、専門家に相談したい。 

 ゆう活に取り組みたいが、何をしたら良いかわからない。 

こんなお悩みはありませんか？ 

   厚生労働省 栃木労働局雇用環境・均等室  
TEL：028-633-2795 

コンサルタントが企業の取組を支援します   

１ コンサルティング（個別訪問によるアドバイス） 
  コンサルタントが事業場にお伺いし、労働時間や休暇制度の診断の上、アドバイスや改善に

向けた具体的な提案や資料の提供を行います。     ➡ 裏面の利用申込書をご利用ください。 

 
２ 説明会への講師派遣、研修会（ワークショップ）の開催 
  労働時間や休暇制度に関する説明会などに、コンサルタントを講師として派遣します。 

  また、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得向上に成果を上げている事例などを教材とし

て、ワーク・ライフ・バランスの実現に関する研修会を開催します。 

   ➡ お電話で下記までお問合せください。 

 
栃木労働局 HP 

 

 



働き方・休み方改善コンサルタント 利用申込書 

 

令和   年   月   日 

 

栃木労働局 雇用環境・均等室 指導係 あて 
ＦＡＸ ０２８－６３７－５９９８ 
 

働き方・休み方改善コンサルタントの個別訪問を申し込みます。 

会社名 
 

業種 
 

所在地 

連絡先 

〒 

電話番号： 

担当者 
部署 

職名 

 

 
氏名  

相談事項 

※ ☑を入れてください。 

□ 労働時間制度    □ 所定外労働の削減    □ 年次有給休暇 

□ その他 （具体的な内容を記入してください） 

 

 

希
望
日
時 

第１ 
希望 月    日 （  ）   ／    （   上旬   ・  中旬   ・   下旬   ） 

第２ 
希望 

月    日 （  ）   ／    （   上旬   ・  中旬   ・   下旬   ） 

第３ 
希望 

月    日 （  ）   ／    （   上旬   ・  中旬   ・   下旬   ） 

ご利用を希望される場合には、FAX 等により、下記までお申込みください。後ほど、担当からご連絡

いたします。 

〒320-084  宇都宮市明保野町１-４ 宇都宮第２地方合同庁舎 

栃木労働局 雇用環境・均等室 指導係 

TEL ： 028-633-2795 FAX ： 028-637-5998 

 
※個人情報の取扱いについて 

本紙に書かれた個人情報については、働き方・休み方改善コンサルタントの利用申込の把握のみに使用し、当該事
業場の許可なく目的外に使用することはありません。 


